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5 基本方針 
（１） CALS/EC の地方展開を行っていくには、取り組みが進んでいる県から順次市町

村へ展開する。 

（２） 各県および市町村への CALS/ECの展開にあたっては、北陸地方 CALS/EC推進

連絡協議会を中心に「情報の共有」「教育・普及」を行い円滑な地方展開を目指

す。 

（３） 直轄事業を担当する機関及び各県は円滑な市町村展開に寄与するため、先導的展

開に努める。 

（４） CALS/EC の経済的かつ効果的な展開にあたっては、国土交通省が推進するシス

テムを活用する。 

（５） 本アクションプログラム（北陸地方版）に引き続き、上位計画や関連計画を考慮

しつつ、各県において県版アクションプログラムを策定する。 

 

１）アンケートの結果より、一部の市町村では CALS/ECの検討に着手しつつあるもの

の、ITの状況や認知度等全体として既に CALS/EC の取り組みが始まっている県

と市町村との間には格差がある。 

 

２）CALS/ECの推進を図るには、北陸地方として統一的な「情報の共有」や「教育・

普及」を行い CALS/ECの認知度・理解度を高めて行く必要がある。 

 

３）取り組みを行っている直轄事業を担当する機関や各県でも、一部運用や実証実験の

段階であり、今後さらに統一的な運用方法の策定やシステム開発等に取り組んでい

く必要がある。 

 

４）全国的にも一部運用開始している地方公共団体も増えているが、それぞれの機関が

別々のシステムで運用を行っては経済的にも不利となり、ましては各企業に対して

も混乱を招き非効率となることから、統一的なシステム等を活用し運用していく必

要がある。 

 

５）実際にCALS/ECを推進して行くには、各県や市町村の実状に応じた詳細な行動計

画が必要となる。これまでの先進事例を参考にそれぞれの機関で行動計画を作成し

て、またそのフォローアップを行いながら円滑に CALS/ECの展開を図っていくこ

とが望まれる。 
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6 目標年次 
北陸地方の地方公共団体等は各行政主体ごとに以下のような年次を目安とし、

CALS/ECの展開を行うことが望ましい。 

 

 一部本運用 完了 

国土交通省・日本道路公団 ２００１年度 ２００４年度 

   県    （新潟・富山・石川） ２００４年度 ２００７年度 

 主要地方都市 (概ね人口 10万人以上) ２００４年度 ２００８年度 

  市町村   （上記主要都市以外） ２００５年度 ２０１０年度 

 

 

１）北陸地方の各県では既に CALS/EC の導入検討を開始されているものの、取り

組み状況に多少の差が生じている状況となっている。先導的な県では２００２年

度（平成１４年度）より実証実験が開始可能と思われるが、各県の取り組みの現

状を総合すると標準的には早くても実証実験が２００３年度（平成１５年度）に

想定されることから、試行運用を含む一部本運用は２００４年度（平成１６年度）

とすることが可能と思われる。 

 

２）市町村間でこれまでの取り組み状況に大きな差はないが、一部の市レベルで電

子入札の検討を行う予定があるなど、国や県が先導的役割を果しつつ適切な支援

を行ってゆくならば、概ね人口 10 万人以上の先行的な主要地方都市では「地方

展開アクションプログラム（全国版）」に示されている目標年次で展開して行く

ことが可能と思われる。 

 

３）全体として市町村のCALS/EC に対する認知度が低く、認知度や理解度の向上

を図った上でなければ本格的検討などの準備ができないと思われるため、準備開

始を主要地方都市より１年、一部本運用を県より１年遅れで考えた。しかし、完

了年度は全国版で示す目標年次である２０１０年とすることが望ましい。 

 

参考までに、一般的な地方公共団体における CALS/EC一部運用までの具体的な流れを
示す。
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 北陸地方の CALS/EC 展開の目安 

 

2001年度 
 

（平成 13年度） 

2002年度 
 

（平成 14年度） 

2003年度 
 

（平成 15年度） 

2004年度 
 

（平成 16年度） 

2005年度 
 

（平成 17年度） 

2006 
年度 

 
(平成 18 
年度) 

2007 
年度 

 
(平成 19 
年度) 

2008 
年度 

 
(平成 20 
年度) 

2009 
年度 

 
(平成 21 
年度) 

2010 
年度 

 
(平成 22 
年度) 

電
子
政
府 

          

電
子
自
治
体 

          

国
土
交
通
省 

          

日
本
道
路
公
団 

          

県 
 

 
          

主
要
地
方
都
市 

          

北
陸
地
方
版 

市
町
村 

          

 

「ミレニアムプロジェクト」

電子政府の基盤を構築 

「e-JAPAN戦略」 
世界最先端のＩＴ国家を目指す

「ミレニアムプロジェクト」

超高速インターネット＆

コンピューティング 
環境を創造 

電子納品等 
一部本運用 

CALS/EC 
準備開始 

総合行政 
ネットワークの 
構築 
（都道府県、 
制令指定都市） 

総合行政 
ネットワークの構築 
（市町村） 

電子入札開始 

CALS/EC 
準備開始 

CALS/EC 
実証実験開始 

CALS/EC 
準備開始 

CALS/EC 
実証実験開始 

CALS/EC 
一部本運用 

CALS/EC 
一部本運用 

CALS/EC 
実証実験開始 

CALS/EC 
一部本運用 順次適用範囲拡大 

順次適用範囲拡大 

順次適用範囲拡大 

電子入札 
開始 

順次適用範囲拡大 

★地方展開アクションプログラム（全国版）策定 

電子入札導入検討 

電子納品 
一部本運用 

順次適用範囲拡大 

北陸地方 
CALS/EC 
推進連絡 
協議会設立 

★地方展開アクションプログラム（北陸地方版）策定 

新
潟
県 

富
山
県 

石
川
県 

順次適用範囲拡大 
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7 地方公共団体への CALS/EC導入支援 
 

7-1 国土交通省による支援 

 

 CALS/EC をこれまで先導し、かつ自らの直轄事業で実施に取り組んで蓄積されたノウ

ハウを無償もしくは低価格で地方公共団体に提供することにより、複数のシステムや標準

の併存を避け、混乱なく CALS/ECを導入出来るよう支援活動を行う。 

 

（１）技術開発成果の無償・低価格での公表・・・・・・・・・・・・支出の合理化 

１）国土交通省版「電子調達システム」の無償公開 

CALS/EC 公共調達コンソーシアムで開発を行った電子調達システムを発展さ

せた国土交通省版「入札情報サービス（ＰＰＩ）」及び「電子入札システム」を無

償で公開する。地方公共団体は、これらを利用してカスタマイズを行うことにより、

独自のシステムを構築することが可能になる。 

なお、地方自治法等関係法令との整合性については、別途整理する必要がある。 

 

２）電子納品保管管理システムの公開 

電子成果品のファイル構造、ファイル名等をチェックし、サーバに登録し検索・

閲覧を行うシステムの無償公開。 

 

３）ＣＡＤデータ交換標準仕様に関するソフトの無償公開 

電子データでＳＸＦ仕様の図面データを受け取った発注者が、画面上で図面を確

認するための閲覧ソフトの無償公開。 

図面データの検査を、ブラウザ上で行うためのソフトの無償公開。 

 

（２）標準化に関するマニュアルの策定、公開・・・・・・・・・・・・標準化の明示 

複数のシステムや標準の併存による混乱を避けるため、国土交通省で標準化すべ

き仕様・方式についてマニュアルを策定し、無償公開する。 

 

（３）実証フィールド実験への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支援 

地方公共団体が補助事業において実証フィールド実験を実施する際に、実施計画

の策定、機器のリース等について支援を行う。 
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（1）技術開発成果の無償・低価格での公表 

 

1）国土交通省版「電子調達システム」の無償公開 

１．電子調達とは 

電子調達とは、不透明とも言われている公共事業の入札手続きを、インターネット

を通じたものに改めることにより、国民に対してより明確なかたちにするものである。

これを支えるシステムとしては、入札情報サービス（ＰＰＩ）と電子入札がある。 

 

１．１ 入札情報サービス（ＰＰＩ） 

入札情報サービスは、発注機関で公開している調達情報（発注予定情報、入札公告

などの発注情報、入札結果）を収集・格納する。受注者は、複数の発注機関の調達情

報を 1 カ所で検索・閲覧することができる。 

 

電子入札 

入札情報サービス（ＰＰＩ） 
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１．２ 電子入札 

 電子入札とは、従来の紙による入札と制度的には同じものをインターネット上で

行うことであるが、公共事業の入札の信頼性を確保する上で、入札書の社印に相当

し、その正当性を担保する仕組みの構築が不可欠である。このため、国土交通省が

採用するシステムでは、複製が不可能で耐久性も高いＩＣカードを用いた電子認証

技術を採用している。 

 また、このシステムは、インターネット環境を有しない企業に対しても門戸を閉

ざすことのないように、紙での入札を併用し、電子的な入札書とともに一括処理、

記録する機能を有している。 

 電子入札の導入にあたっては、このようなすべての受発注者に共通する基本的な

仕組みの正当性や必要なセキュリティを保証するとともに、多様なシステムが乱立

し受注者の負担が増加することによる建設コストの上昇を防止する必要がある。こ

のために、国土交通省は直轄事業で採用するシステムの公共事業全体への普及を促

進することとしている。 

 

 電子入札が実現すると、受注希望者は自社にいながらインターネットを介して入

札を行うことが出来るようになり、以下のような効果が見込まれる。 

 

①競争性の向上 

   ・情報が入手しやすくなり、競争性が量的に増加する。 

   ・海外も含めた多彩な技術提案を得やすくなり、競争性が質的に向上する。 

   ・入札参加者がわからなくなり、談合が不可能となる。（一般競争等の場合） 

   ・入札結果の解析が容易となり、談合の抑止力となる。 

 ②コスト縮減 

     ・①の結果、落札額の低下が期待される。 

    ・競争参加者の人件費、移動コストが減少する。→建設コストの縮減 

 ③事務の迅速化 

    ・自動処理が可能となり、重複入力等による事務負担が軽減される。 

④その他 

・ 紙資源や、人・物の移動によるエネルギー消費が軽減される。 

 

 国土交通省では、電子入札施設管理センター（e-BISC センター）を設置し、電子

入札を2001 年 10 月から一部の案件にて実運用を開始し、順次件数を拡大して2003

年度には全案件での実施を予定している。 
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２．電子調達システムの開発経緯 

電子調達システムは下記のような枠組みで開発された。 

（１） CALS/EC 公共調達コンソーシアム第１フェーズ(1997 年 11 月～1999 年３月) 

・電子調達システムのプロトタイプの開発と実証実験 

・対象入札方式を３方式に限定  

・1996 年度通産省補正予算 
 

（２） CALS/EC公共調達コンソーシアム第２フェーズ(1999 年 4 月～2000 年 8 月) 

・実装化を目指した公共調達システムの開発と実証実験 

・実用性の検証を行えるまで対象範囲を拡大 

・1998 年度通産省第一次、第三次補正予算 

※ CALS/EC 公共調達コンソーシアムでは、官民からの約 200 社・機関の参

加により会員の協力の元に検討を実施し開発を行った。 

 

（３）国土交通省版としての追加開発     (2001 年 1 月～2001 年 9 月) 

・コンソーシアムで出された課題に対応した利便性の向上 

・大量案件を処理するためのシステムの UNIX化 

・従来の紙入札の併用機能（電子入札） 

・JV の入札への対応（電子入札） 

 

国土交通省の一部直轄事業に電子入札を導入（2001 年 10 月） 

 

 

３．電子調達システムの無償公開 

国土交通省の取り組みにより蓄積したノウハウを無償で公開することにより、複数

のシステムや標準の併存による地方公共団体等の発注機関の混乱を防ぎ、電子調達の

導入を促進する。 

2001年 11月１日に無償公開された電子調達システムは、「CALS/EC公共調達コ

ンソーシアム」で開発を行った電子調達システムに国土交通省が平成１２年度に改良

を加え発展させた「入札情報サービス（PPI）」及び「電子入札システム」である。

公開されたシステムは基本システムとして位置付けており、このシステムの利用者は

必ずしも国土交通省の入札方式に合わせる必要は無く、適宜カスタマイズを行うこと

により、異なる入札方式・入札手順にも対応可能となる。 

なお、電子入札システムは今後地方公共団体によるカスタマイズやバージョンアッ

プの負担を減らすため、「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」において更に

改良を重ねていく。 
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2）電子納品保管管理システムの公開 

 

１．電子納品・保管管理システムの概要 

国土交通省では、2001年度より実施される成果物の電子納品に対応する「電子

納品・保管管理システム」の開発を行った。本システムは、受注者より納品され

た電子成果物の保管・管理及び効率的な利活用を目的とするものである。 

主な機能・WEBによる検索（書誌情報と報告書の全文検索） 

    ・WEBによる閲覧（書誌情報と報告書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、チェック機能の部分を独立したプログラムとして抜き出した電子納品・

保管管理システム・チェックシステムを公開している。このシステムはCD-R等

に納められた電子成果物の管理ファイル（XML ファイル）、ファイル名、フォ

ルダ名等が「土木設計業務等の電子納品要領（案）」または「工事完成図書の電

子納品要領（案）」に従っているか否かを確認することができる。 

 

２．地方公共団体等が利用する場合の改良項目と費用 

本システムは Oracle8ｉデータベースサーバにインストールするものである。

地方公共団体等が利用する場合、以下の費用が必要となる。 

・インストール費用 

＝ 70万円（各地方公共団体あたり）注1） 

注 1) XML パーサライブラリ別途購入必要（参考：国土交通省全体 100 万円） 
 

・システムの改良項目及び費用 

・発注者コード（業務・工事）の変更改良 

＝ 30万円 ： 各地方公共団体に合わせた発注者コードに変更する。 

・請負者コード（工事）の変更改良 

＝ 30万円 ： 各地方公共団体にあわせた請負者コードに変更する。 

・合計費用 ： 約 1 3 0 万円 

ただし、別途サーバクライアントシステムの環境が必要となる。 
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3）CADデータ交換標準仕様（SXF）対応ブラウザの無償公開 

１．ＳＸＦ仕様とは 

CALS/ECの中核を担う図面情報を作成するCADソフトのデータ交換は必ずし

も十分ではない。この図面データの交換にあたり、各 CAD ソフトから読み書き

することができる以下の特色を有する標準フォーマットが、CADデータ交換標準

開発コンソーシアム（SCADEC）において開発された。 

・ ISO規格 STEP/AP202をターゲットに置いた開発 

・ 特定の CADソフトに依存しないフォーマット 

・ 線、円などの描画性だけでなく CAD特有の機能も同時に交換 

 

２． ブラウザについて 

SCADEC では交換標準の開発と同時に、SXF データの表示手段として以下の

仕様を満たす「STEP/AP202ブラウザ」を開発した。 

・ 標準フォーマットをコンピュータ上に表示できるブラウザ 

・ 拡大、縮小、レイヤ表示などごく基本的な機能を搭載 

文字どおり表示機能のみを提供するもので、CADのように加工することはでき

ない。なお、この STEP/AP202ブラウザには、用意された図面ファイルが正しい

SXFデータであるかの確認機能も付加されるため、発注者のファイル検証ソフト

としても運用可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． ブラウザの無償公開について 

 STEP/AP202ブラウザは、高品質な交換標準の流通を目的として、受発注者と

もに無償で入手することができる。すでに実験仕様としてはコンソーシアムの活

動成果として公表されている。本ブラウザが発注者・受注者相互で活用されるこ

とにより、SXFの仕様によるＣＡＤデータの円滑な流通に貢献することが期待さ

れる。 

Ｃ Ａ Ｄ ソ フ ト
Ｃ Ａ Ｄ ソ フ ト

Ｃ Ａ Ｄ ソ フ ト
Ｃ Ａ Ｄ ソ フ ト

ＳＴＥＰ／ＡＰ
２０２ブラウザ

ＳＴＥＰ／ＡＰ
２０２ブラウザ

Ｘ Ｙ

ＳＸＦ仕 様
ファイル
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4）標準化に関するマニュアルの策定・公開 

複数のシステムや標準の併存による混乱を避けるため、国土交通省で標準化すべき

仕様、方式についてマニュアルを策定し、無償公開している。 
 

                            要領・基準、ガイドライン 摘要 

工事完成図書の電子納品要領（案） ２００１．８  

土木設計業務等の電子納品要領（案） ２００１．８  

CAD製図基準（案） ２００１．８  

CAD図面作成要領（案） ２００２．３ 港湾局版 

デジタル写真管理情報基準（案） １９９９．３  

地質調査資料整理要領（案） ２００１．８  

電子納品運用ガイドライン（案） ２００１．３  

地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品運用 
ガイドライン（案） 

２００２．３ 港湾局版 

現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案） 
［土木工事編］ 

２００２．２ 
 

現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン（案） 
［土木設計業務編］ 

２００２．２ 
 

地方整備局（港湾空港関係）の現場における電子納品に関する 
事前協議ガイドライン（案） 

２００２．３ 港湾局版 

 

業務を実施するにあたっては、受注者・発注者ともが、要領・基準やガイドライン

をよく理解し、着手時に受発注者間で協議しておくことにより、業務実施後の円滑な

電子納品が可能になる。また、工事では、施工中から書類の電子化へ努力しているこ

とが業務の省力化につながる。 

 

5）実証フィールド実験への支援 

 

○対象となる実証フィールド実験 

補助事業において当該工事に付帯する実証フィールド実験を対象とする。原則

として国土交通省と同様の手法、基準等により実施することとする。なお、国土

交通省において、現在実施している実験の例として以下が挙げられる。 

・業務成果品あるいは工事完成図書（図面、写真、報告書等）の電子納品 

・工事施工中における受発注者間の情報共有サーバの活用 

参考となるものに以下の資料がある。 

・実証フィールド実験ガイド 

・電子データ交換ガイドブック 

参考：JACIC CALS/ECホームページ（http: http://www.cals.jacic.or.jp/） 
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○補助事業の測量及び試験費により実施可能な内容（個別の事業内容に応じて検討が

必要） 

・実施のために必要な調査 

 例）実施計画の策定 

   電子納品要領の適用のための検討 

   現場における情報共有サーバ構築のための検討 

・実施効果を検証するための調査 

 例）コスト縮減効果の検証 

     課題・改善点の抽出 

・実施に必要な機器のリース 

・実施に必要なソフトウェアのリース 

 

○実験結果の報告 

 実験結果については、「北陸地方 CALS/EC推進連絡協議会」等の場において報

告し、関係者間でノウハウの共有化を図る。 

 

 

（※１）受発注者情報共有実験を行う場合に、その一環として以下の電子調達実証実

験も可とする。 

      ●電子調達を実施するのに必要な環境整備に関する調査、検討、リース費用 

・電子入札施設管理センター（ｅ－ＢＩＳＣセンター）を利用する場合の調査、

検討、入札運用委託経費 

・国土交通省システム（電子入札コアシステム開発コンソーシアムから提供され

るシステムを含む）をカスタマイズして独自システムを構築する場合の調査、

検討費用 

・電子入札用サーバーのリース費用 

・入札情報サービス（ＰＰＩ）の導入、運用費用 

●上記費用のうち、支援対象の上限比率は以下による。 

              電子調達を実施するもののうち、当該補助事業費 

 電子調達を実施する全ての事業費（単費、交付金分含む） 

 

  （※２）実証フィールド実験への支援内容については、平成１３年６月現在のもので

あり、より使いやすい制度を目指して、内容を順次見直す予定である。 
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7-2 北陸地方 CALS/EC推進連絡協議会による支援 

 

北陸地方へのCALS/ECの導入と円滑な展開を図るため、北陸地方 CALS/EC推進連絡

協議会は次の支援活動を行う。 

   （１）地方公共団体や民間企業への教育・普及に関する支援 

   （２）地方公共団体が実施する実証実験に関する支援 

   （３）関係機関相互の情報交換 

   （４）その他 CALS/ECの導入と円滑な展開に関する支援 

 

 

１）アンケートの意見でも「情報提供」や「講習会の実施」など、教育・普及に

関する要望が高く、またCALS/EC に対する認知度の向上を図るため、推進連

絡協議会を中心に地方展開状況に合わせた講習会などを行う。 

 

２）また、CALS/EC の展開に合わせて地方公共団体が実施する実証実験に対し

て、協議会構成員の各機関のノウハウを活かした支援を行う。 

 

３）協議会加盟の各機関による情報交換はもとより、個別の市町村の課題等に対

しても情報交換に努める。 
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7-3 公益法人による支援 

 

 地方公共団体が CALS/ECを目標年次通り導入できるように、JACIC、SCOPEを始め

とする公益法人が地方公共団体・建設業界等と連携・情報交換を図りながら、情報提供を

始めとした各種支援活動を行う。 

（１）『電子入札コアシステム開発コンソーシアム』の設立・・・・・・・・資金支援 

地方公共団体等の公共発注機関への円滑な電子入札システムの導入を支援するため、

IT ベンダーの参加によるコンソーシアムを結成する。 

国土交通省が無償公開する予定のシステムを共同で改善し、複数の公共発注機関に

適用可能な汎用性の高い電子入札システムのコア部分を開発する。 

コンソーシアムには、公共発注機関も無償で参加できる。 

 

（２）CALS/ECインストラクター育成事業・・・・・・・・・・・教育・研修の実施 

地方展開を推進するにあたっての指導的役割を担う人材の養成、登録を行うことを

目的とする。資格取得者は中小の企業・団体並びに独自で講習・教育が困難な地方公

共団体等に対して、CALS/ECの推進・普及のアドバイスを行う講師となる。 

 

（３）建設技術センター等の技術支援・・・・・・・・・・・・・・・・・情報提供 

市町村への技術支援は、北陸地方の各県にある建設技術センター等が中心となり実

施することが必要と考えられる。そのため、建設技術センター等が最新の情報を持て

るように JACIC 等は技術支援を行う。 

 

（４）教育・普及活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教育・研修の実施 

CALS/EC普及のためには、建設業界全体への教育・普及活動が重要な要素となる。 

CALS/ECの教育・普及のために、地方セミナー、講習会を開催するとともに、書籍・

教育用ビデオ・ＣＤ－ＲＯＭの制作販売、電子納品要領の解説書作成等を行い、教育・

普及活動を実施する。 

 

（５）地方公共団体の整備基本構想等の策定支援・・・・・・・・・・・・計画等明示 

 地方公共団体等がCALS/EC 整備基本構想・アクションプログラムを策定する際には、

JACIC等が策定のための技術支援を必要に応じて行う。 
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（1）『電子入札コアシステム開発コンソーシアム』の設立 

 

1）概要 

 日本建設情報総合センター（JACIC）と港湾空港建設技術サービスセンター

（SCOPE）では、公共発注機関への円滑な電子入札システムの導入を支援するた

め、2001 年７月より「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」を運営している。 

コンソーシアムでは国土交通省が公開した電子入札システムを改良し、公共発注

機関のニーズと IT ベンダーの知識等をもとに汎用性のある電子入札システムのコ

ア部分（コアシステム）の仕様と提供条件を検討しており、コンソーシアムでは希

望する地方公共団体等の公共発注機関には、最新の電子入札コアシステムを有償で

提供する。 

公共発注機関は、このコアシステムをカスタマイズして、電子入札システムを構

築することになるが、独自に開発するより大幅なコスト縮減が図られ、導入促進が

期待できる。 

コンソーシアムには、公共発注機関も無償で参加できる。 

 

 

2）メリット 

・公共発注機関は、電子入札システムの開発・改良コストの低減が図られると共に、

常に最新のシステムの利用が可能。 

・参加ＩＴベンダーは、電子入札コアシステムの仕様に自社の意向が反映され、公

共発注機関からのカスタマイズ業務の実施も容易になる。 

・受注者にとっては、多数の電子入札システムが乱立することによる利用上の混乱

を回避することが出来る。 
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（2）CALS/ECインストラクター育成事業 

 

1）目的 

地方公共団体等へのCALS/ECの普及・推進のための指導的役割を担う人材の育成

を目的に、信頼出来るインストラクターの養成を主眼に、公的主体が認定する

CALS/ECインストラクター資格制度を設けた。 

 

2）インストラクター取得対象者 

CALS/EC の実務に携わる者のうち、公共事業執行プロセスを理解し、CALS/EC

の知識を保有する者を対象としており、具体的には建設業、建設コンサルタントを始

めとした建設関連業及び地方公共団体の職員等を対象と想定している。 

 

3）インストラクターの役割 

資格取得者は、中小の企業・団体並びに独自で講習・教育が困難な地方公共団体等

に対する CALS/EC推進・普及のアドバイスを行う講師となる。 

w 国土交通省や JACIC に集中している情報を適切に広め、団体や地域間での情

報格差の解消 

w 現場からの意見を聴取し、普及・促進施策への反映 

w CALS/EC地方展開の着実な実現 

 

4）資格の種類 

w CALS/ECインストラクター（ＲＣＩ） 

ð セミナー、講習会等の講師 

w CALS/ECエキスパート  （ＲＣＥ） 

ð インストラクターの役割に加え、導入支援業務等 
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（3）県建設技術センター等の技術支援 

市町村へ CALS/ECを展開する際には、各県の建設技術センター等が推進の実行組

織として各種支援を行うことによって、県全体の CALS/EC推進を効率的に進めるこ

とが可能となる。また、各県にある建設技術センターへ CALS/ECについて最近の情

報提供等の技術支援を行い、市町村への CALS/EC導入を図る。 

・JACIC等のノウハウ 

・インストラクター養成の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設技術センター等による市町村支援 

1）技術支援の内容 

（a）CALS/ECに関する研修 

CALS/ECに関する研修を行う。 

w 情報一般に関する研修 

w CALS/ECの概念・効果 

w CALS/ECの動向 

w CALS/EC関連の基準・要領の内容 

 

（b）CALS/EC関連システムの整備支援 

国土交通省等が開発したCALS/EC関連のシステムを市町村に提供することで、

市町村のシステム開発コストを低減する。また、データの一元化が望ましいシステ

ムについては、建設技術センター等で一元管理することにより、市町村のシステム

管理コストの低減を図るなどを行う。 

 

（c）CALS/ECに関する技術指導 

CALS/EC の実施にあたり、市町村からの問い合わせ・相談に対して適切な技術

アドバイスを実施する。また、国及び県が策定した基準や標準等の市町村への普及・

情報提供活動を行う。 

県 
北陸地方整備局 

建設技術センター

等 

JACIC 

SCOPE 

市 村 町 

意見調整 

支援 

支援 

啓
蒙
・
支
援 
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（4）教育・普及活動 

CALS/EC普及のために、現在公益法人が実施している活動は以下のとおりである。 

１）地方セミナー、電子入札・電子納品説明会 

 1997年度より、毎年 10月から 12月にかけて、全国主要 10都市においてセミナ

ーを開催している。（社団法人日本土木工業協会、建設コンサルタンツ協会、全国

建設業協会、建築業協会と JACICの共催） 

 また、北陸地方では 2001 年度国土交通省主催の電子入札・電子納品説明会を新

潟、石川で開催し、約 2000人の参加者があった。 

 

２）参考図書 

JACICでは下記の書籍、ビデオ、CD-ROMを販売している。 

【書籍】 

・ 建設 CALS/EC Q&A 

・ 実証実験フィールドガイド（第 2 版）  

・ 電子データ交換ガイドブック（第 2 版）  

・ 土木設計業務等の電子納品要領（案） 

・ 工事完成図書の電子納品要領（案）   

・ CAD 製図基準（案） 

・ 地質調査資料整理要領 

【ビデオ】 
・ 建設 CALS/EC 入門編 

・ 建設 CALS/EC CAD 編 

【CD-ROM】 ・ 建設 CALS/EC の体験 

 

３）電子納品の対応 

下記の資料を（社）日本土木工業協会のホームページ（http://cals.dokokyo.com/）

よりダウンロードが可能である。 

・電子化文書作成の手引き（初級編） 

・電子納品要領（案）解説書 

・電子納品要領（案）手引き書 

・現場における電子情報蓄積・管理実践ガイド 

・ＪＶ現場ネットワークの構築と運用ガイドライン 

・現場での「デジタルカメラ」利用時参考資料 

 

（5）地方公共団体の整備基本構想等の策定支援 

地方公共団体等がCALS/EC整備基本方針・アクションプログラムを策定する際には、

JACIC等が策定のための技術支援を必要に応じて行う。 
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7-4 地方公共団体における実証実験 

7-4-1 実証実験のメニュー 

地方公共団体が CALS/ECの実証実験を行う際の、標準的な実験方法等を例示する。 
 
（1）情報交換 

1）実験目的 

電子メールという情報通信手段を用いて、受発注者を中心とする関係者間における

情報交換を実施し、実務における有効性および問題点を抽出する。さらに、協議・打

合せだけではなく、書類の提出・確認等、その利用性を広く検証する。 
 

2）実験概要 

電子メールを用いて、オンラインによる文書等の交換を行う。交換の対象は連絡事

項、文書の大きさが比較的に小さい打合せ議事録等に限定する。 
 

3）対象文書 

打合せ議事録、業務計画書、図面、写真等 
 

4）実験のイメージ 

5）実験手順 

受注者側  発注者側 
①ワープロ等で打合せ・協議議事録等の

文書を作成する。 
  

②電子メールソフトを起動し、メールの

宛先、件名、本文等を記述し、作成し

た文書を添付し、発注者に送信する。 

 ③受注者からの電子メールを受信
し、添付ファイルを展開し、その

内容を確認する。 
⑤受信した電子メールの内容を確認す

る。 
 ④電子メールに対する回答文書を
作成し、添付し、受注者に返信す

る。 

受注者 発注者

インターネット

作成・確認 確　認

① ②

④ ③⑤
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（2）電子入札 

1）実験目的 

（a）発注者 

・電子入札の有効性の検証 

・業務手順の確認 

（b）受注者 

・運用の確認 

・動作環境の確認（パソコン、ネットワーク等） 

 

2）実験概要 

電子入札施設管理センター（e-BISCセンター）に設置された実証実験用電子入札

システムを用いて、電子入札の実験を行う。 

 

3）実験のイメージ 

受注者
発注者

実 証 実 験 用
電子入札システム

電子入札施設
管理センター
(e-BISCセンター)

①②

⑤

④

③

 

4）実験手順 

利用システムが、実運用システムと同等の機能を持っているので、実際の電子入札の

流れと同様に入札プロセスを実行する。 

① 案件情報登録 

② 案件情報取得 

③ 入札 

④ 落札者決定 

⑤ 落札結果通知 
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（3）電子納品 

1）実験目的 

・検収方法の確認 

・システム運用の確認 

2）実験概要 

業者から納品された電子納品成果物の検収を行い、成果物保管管理システムへの登

録を行う。 

3）実験のイメージ 

受注者発注者

完了検査 電子納品

成果物電子納品・保管管理システム

登録

・報告書
・図面
・工事写真　等

 

4）対象 

・土木設計業務等の電子納品成果物 

・工事完成図書の電子納品成果品 

※デジタル工事写真、CAD図面データを含む  
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（4）情報共有 

1）実験目的 

共有サーバを用いて、受発注者を中心とする関係者間における情報共有を実施し、

実務における有効性および問題点を抽出する。 

 

2）実験概要 

情報共有の実験とは、ファイルサーバを設置し、受注者および発注者が情報をサー

バに登録し、登録された情報を双方で活用する実験をいう。 

情報を登録・取得するためのクライアント側のソフトには、特別のものを用いず、

WWWブラウザとすることとし、ファイルサーバは、ＷＷＷサーバとする。 

登録する情報を考えると、次のような内容が考えられる。 

① 各種様式をWWWに掲載し、活用 

② CAD図面の活用 

③ 工程情報の共有 

④ 現場状況写真 

⑤ 連絡事項等のWWWへの掲載 

 

また、実験のレベルとして、以下のような実験内容も考えられる。 

• 既存の標準書式を予め電子化してサーバに登録し、受発注者間で共有する。 

• 必要に応じて標準書式をサーバからダウンロードして利用する。 

• 情報共有システムを利用してデータの登録・共有・閲覧等を行う。 

 

3）対象文書等 

工事打合せ簿、工事履行報告書、段階確認書、材料確認書等 

 

4）実験のイメージ 

受注者 発注者

利　用 登録・利用

①

④
⑤③

共有サーバ

②



 55

5）実験手順 

受注者側  発注者側 
  ①標準書式を登録する。 
②必要に応じて工事打合せ簿、報告書、

確認書等の標準書式をダウンロード

する。 

 ④必要に応じて工事打合せ簿、報告書、
確認書等の標準書式をダウンロード

する。 
③文書を作成する。  ⑤文書を作成する。 

●共有サーバへの登録ファイル 

受注者側  発注者側 
なし  ①工事打合せ簿、工事履行報告書、段

階確認書、材料確認書の各書式を事

前に作成する。 
  ②実験開始時にサーバ管理者がこれら

の書式を登録する。 
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7-4-2必要な環境と費用 

１）必要な環境 

受注者側  発注者側 
w パソコン 
w インターネット接続環境 
w 電子メールソフト 
w ワープロ、表計算ソフト 
w CADソフト 
w デジタルカメラ 
w WWWブラウザ 

 w パソコン 
w インターネット接続環境 
w 電子メールソフト 
w ワープロ、表計算ソフト 
w CADソフト 
w 共有サーバ 
w WWWブラウザ 

 
 

２）必要な費用 

以下に 2001年 12月現在で標準的な機器の価格を整理する。 

項目 仕様（製品名） 金額 備考 

パソコン 標準的なもの 

（モデム内蔵） 

200,000円 

 

デスクトップ型 

CPU：Pentium4  1.5GHz程度 

電子メールソフト アウトルック・ 

エクスプレス等 

－ Windowsに標準装備、またはフリ

ーソフト 

プロバイダ接続料 ODN ﾍﾞｰｼｯｸﾌﾟﾗﾝ 1,950円／月  

 OCN ﾌﾗｯﾄﾌﾟﾗﾝ 1,950円／月  

電話料金 NTT一般電話 10円／3分 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞのｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄが市内にあ

る場合 

ワープロソフト 

表計算ソフト 

Word、一太郎 

EXCEL 

－  

CADソフト SXF対応 5～100万円 機能により大きな価格差がある 

デジタルカメラ 80万画素以上 ５～8万円 一般家庭用 

共有サーバ － － 実験内容、実験環境により異なる 

WWWブラウザ IE、Netscape －  
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参考 

 

国土交通省はCALS/ECに関する情報提供の場として、ホームページ等で情報を公開し

ている。また、JACIC北陸センターでは、CALS/ECコーナーにて最新の情報を提供して

いる。 

 

機      関      名 備        考 

国土交通省 本省 http://www.mlit.go.jp/ 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 http://www.nilim.go.jp/ 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 
（港湾空港関係） 

http://www.ysk.nilim.go.jp/ 

国土交通省 北陸地方整備局 http://www.hrr.mlit.go.jp/ 

国土交通省 北陸地方整備局 港湾空港部 http://www.pa.hrr.mlit.go.jp/ 

独立行政法人 土木研究所 http://www.pwri.go.jp/ 

独立行政法人 港湾空港技術研究所 http://www.pari.go.jp/ 

財団法人 日本建設情報総合センター http://www.jacic.or.jp/ 

財団法人 日本建設情報総合センター  
CALS/EC部 

http://www.cals.jacic.or.jp/ 

財団法人 日本建設情報総合センター  
北陸地方センター CALS/ECコーナー 

〒951-8126 
新潟市学校町通２番町5292-2 朝日ビル2階 
TEL.025-228-0856 FAX.025-228-0857 
E-mail : hokuriku@jacic.or.jp 

財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター http://www.scopenet.or.jp/  

財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター 
新潟支部 

〒951-8062 
新潟市西堀前通1番町703番地西堀 
一番町ビル6階 
TEL 025-226-5866 FAX 025-226-5867 

 




